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規 
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○ 

千
葉
県
ち
ば
県
民
共
生
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
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介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
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介
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づ
く
指
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居
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介
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支
援
事
業
者
の
指
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介
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保
険
法
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基
づ
く
指
定
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業
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の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 
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法
に
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づ
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業
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介
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険
法
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づ
く
指
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居
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介
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事
業
者
の
廃
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介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 

○ 

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更 
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道
路
区
域
の
変
更
（
二
件
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道
路
の
供
用
開
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都
市
計
画
用
途
地
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の
変
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都
市
計
画
道
路
の
変
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六 
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 
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都
市
計
画
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
縦
覧
（
二
件
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都
市
計
画
用
途
地
域
の
関
係
図
書
の
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都
市
計
画
高
度
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七 

○ 

都
市
計
画
道
路
の
関
係
図
書
の
縦
覧
（
二
件
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七 

○ 

都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
促
進
区
域
の
関
係
図
書
の
縦
覧 
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○ 

都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業
の
関
係
図
書
の
縦
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八 

規

則 

 

千
葉
県
ち
ば
県
民
共
生
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

千
葉
県
規
則
第
四
号 

 
 

 

千
葉
県
ち
ば
県
民
共
生
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
ち
ば
県
民
共
生
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
平
成
十
八
年
千
葉
県
規
則
第
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

ち
ば
県
民
共
生
セ
ン
タ
ー
の
開
館
時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
土

曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
。
以
下
「
祝

日
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
休
日
に
あ
っ
て
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
九
十
六
号 

 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

事
業
者
の
名
称 

指
定
に
係
る
事
業

所
の
名
称 

事
業
所
の
所
在
地

居
宅
サ
ー
ビ
ス
の

種
類 

指
定
年
月
日

特
定
非
営
利
活
動

法
人
葵
の
森 

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
葵
の
森 

山
武
郡
大
網
白
里

町
南
横
川
三
、
〇

七
八
の
一
六 

訪
問
看
護 

平
成
二
十
三
年

二
月
一
日 

介
護
の
匠
株
式
会

社 

い

な

せ

な

デ

イ

サ
ー
ビ
ス
さ
つ
き

が
丘 

千
葉
市
花
見
川
区

さ
つ
き
が
丘
二
の

九
の
三 

通
所
介
護 

〃 

ラ
イ
フ
薬
品
株
式

会
社 

リ

ハ

ビ

リ

デ

イ

サ
ー
ビ
ス
ｎ
ａ
ｇ

ｏ
ｍ
ｉ
天
台
店 

千
葉
市
稲
毛
区
作

草
部
町
一
、
二
五

五
の
一 

〃 

〃 

有
限
会
社
ゴ
ー
ル

デ
ン
チ
ャ
イ
ル
ド

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
楽

笑
み
つ
わ
台 

千
葉
市
若
葉
区
み

つ
わ
台
四
の
一
三

の
五 

〃 

〃 

特
定
非
営
利
活
動

法
人
房
総
コ
ア
ラ

特
定
非
営
利
活
動

法
人
房
総
コ
ア
ラ

千
葉
市
若
葉
区
千

城
台
東
二
の
三
九

の
一 

訪
問
介
護 

〃 
社
会
福
祉
法
人
希

桜
会 

ほ
の
か
ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

千
葉
市
若
葉
区
東

寺
山
町
二
の
六 

〃 

〃 

株
式
会
社
オ
ル
ビ

ス 
グ
ル
ー
プ
リ
ビ
ン

グ
オ
ル
ビ
ス 

市
川
市
曽
谷
五
の

七
の
一
七 

〃 

〃 

株
式
会
社
惠
惠 

介

護

の

家

船
橋
市
海
神
四
の

通
所
介
護 

〃 
 

 
 

 
 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

平

成

23

年

2

月

22

日

定 
 

例 



 
 

 

二 

千 葉 県 報第１２５８８号 平成 23 年 2 月 22 日（火曜日） 
 

 
 

 
 

 

「
け
ー
」 

二
一
の
二
三 

 
 

株
式
会
社
メ
デ
ィ

ケ
ア 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
お

ま
め
さ
ん 

松
戸
市
金
ケ
作
三

六
五
の
二 

〃 

〃 
株
式
会
社
爽
春
圓 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ま

ど
か 

松
戸
市
栗
ケ
沢
七

九
四
の
五
三 

〃 

〃 

株
式
会
社
ウ
ェ
ン

デ
ィ
ー 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
こ

こ
ね 

松
戸
市
中
金
杉
二

の
一
五
の
一 

〃 

〃 

株
式
会
社
Ａ
Ｒ
Ｒ

Ｏ
Ｗ
Ｓ 

デ

イ

サ

ー

ビ

ス

フ
ォ
ル
テ
シ
モ
七

光
台 

野
田
市
七
光
台
四

二
八
の
一
八 

〃 

〃 

有
限
会
社
ヒ
ト
ミ

建
築
設
計 

プ
ラ
ス
ケ
ア 

茂
原
市
小
轡
一
、

〇
三
五
の
一 

訪
問
介
護 

〃 

有
限
会
社
ダ
ン
シ

ン
エ
ン
タ
ー
プ
ラ

イ
ズ 

暖
心
・
千
葉
コ
ア

ラ 

成
田
市
並
木
町
二

一
九
の
三
一 

〃 

〃 

株
式
会
社
オ
ー
プ

ン
セ
サ
ミ 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
・

元
気
庵
ユ
ー
カ
リ

が
丘
Ｂ
館 

佐
倉
市
ユ
ー
カ
リ

が
丘
一
の
一
の
七

通
所
介
護 

〃 

社
会
福
祉
法
人
佐

倉
厚
生
会 

か

ぶ

ら

木

デ

イ

サ

ー

ビ

ス

セ

ン

タ
ー 

佐
倉
市
鏑
木
町
二

の
九
の
二
四 

〃 

〃 

有
限
会
社
き
ゃ
べ

つ 

き

ゃ

べ

つ

介

護

サ
ー
ビ
ス 

東
金
市
山
田
三
九

〃 

〃 

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト

株
式
会
社 

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト

旭 

旭
市
ニ
の
一
、
八

五
九 

訪
問
介
護 
〃 

株
式
会
社
エ
ヌ
ア

イ 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
い

こ
い
大
津
ケ
丘 

柏
市
大
津
ケ
丘
一

の
四
六
の
八 

通
所
介
護 

〃 

株
式
会
社
ス
ロ
ー

ラ
イ
フ 

あ

け

ぼ

の

デ

イ

サ

ー

ビ

ス

セ

ン

タ
ー
豊
成 

市
原
市
豊
成
五
三

八
の
一
〇 

〃 

〃 

株
式
会
社
友
愛 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
上

高
野 

八
千
代
市
上
高
野

一
、
三
四
七
の
五

〃 

〃 

株
式
会
社
ヴ
ォ
ー

ド 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
花
ミ
ズ
キ 

鎌
ケ
谷
市
中
佐
津

間
一
の
一
八
の
一

二 

〃 

〃 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

特
定
非
営
利
活
動

法
人
鋸
山 

の
こ
ぎ
り
山
さ
あ

べ 

富
津
市
金
谷
二
、

四
七
四 

〃 

〃 

株
式
会
社
萬
燈
舎

デ
イ
サ
ロ
ン
燈 

富
津
市
竹
岡
一
、

〇
〇
五 

〃 

〃 

株
式
会
社
ケ
ア
サ

ポ
ー
ト
・
わ 

株
式
会
社
ケ
ア
サ

ポ
ー
ト
・
わ 

四

街

道

市

大

日

二
、
〇
五
五
の
二

二 

福
祉
用
具
貸
与 

〃 

株
式
会
社
ケ
ア
サ

ポ
ー
ト
・
わ 

株
式
会
社
ケ
ア
サ

ポ
ー
ト
・
わ 

四

街

道

市

大

日

二
、
〇
五
五
の
二

二 

特
定
福
祉
用
具
販

売 

〃 

聖
晃
建
設
工
業
株

式
会
社 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ひ

ざ
し 

八
街
市
文
違
一
二

四 

通
所
介
護 

〃 

聖
晃
建
設
工
業
株

式
会
社 

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
ひ

ざ
し 

八
街
市
文
違
一
二

四 

訪
問
介
護 

〃 

株
式
会
社
ベ
ス
ト

ラ
イ
フ 

ベ
ス
ト
ラ
イ
フ
印

西 

印
西
市
大
森
三
、

六
九
六 

特
定
施
設
入
居
者

生
活
介
護 

〃 

株
式
会
社
古
筆
庵

訪
問
介
護
り
ん
ご

の
唄 

山
武
郡
九
十
九
里

町
小
関
一
八
五 

訪
問
介
護 

〃 

株

式

会

社

福

祉

ネ
ッ
ト
村
一 

福
祉
ネ
ッ
ト
村
一

山
武
郡
九
十
九
里

町
片
貝
三
、
五
五

三 

〃 

〃 

有
限
会
社
ケ
ア
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
渚 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
渚

山

武

市

本

須

賀

三
、
八
四
一
の
五

一 

通
所
介
護 

〃 

有
限
会
社
よ
つ
葉

デ
イ
ホ
ー
ム
は
ん

や 

山
武
市
埴
谷
一
、

〇
九
一 

〃 

〃 

  
千
葉
県
告
示
第
九
十
七
号 

 
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

事
業
者
の
名
称 

指
定
に
係
る
事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地 

指
定
年
月
日 

悠
々
株
式
会
社 

あ
お
い
と
り
介
護
相
談
所 

木
更
津
市
新
宿
八
の
三

二 

平

成

二

十

三

年
二
月
一
日 

 
 

 
 



  

三 

平成 23 年 2 月 22 日（火曜日） 千 葉 県 報 第１２５８８号 
 

 
 

 

株
式
会
社
こ
た
か 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー

ラ
ズ
ベ
リ
ー 

野
田
市
岩
名
二
、
〇
二

三
の
三
三 

〃 

株
式
会
社
明
正 

あ
っ
ぷ
る
ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン

タ
ー 

柏
市
大
津
ケ
丘
一
の
二

六
の
一
〇 

〃 
野
口
株
式
会
社 

野
口
株
式
会
社
介
護
シ
ョ
ッ

プ
「
ハ
ー
テ
ィ
ケ
ア
」
我
孫

子 

我
孫
子
市
我
孫
子
四
の

三
の
二
〇 

〃 

株
式
会
社
宇
美 

ケ
ア
プ
ラ
ン
ナ
ー
お
お
ぞ
ら

長

生

郡

長

生

村

岩
沼

二
、
二
二
一
の
六 

〃 

  

千
葉
県
告
示
第
九
十
八
号 

 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

事
業
者
の
名
称 

指
定
に
係
る
事
業

所
の
名
称 

事
業
所
の
所
在
地

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

の
種
類 

指
定
年
月
日

特
定
非
営
利
活
動

法
人
葵
の
森 

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
葵
の
森 

山
武
郡
大
網
白
里

町
南
横
川
三
、
〇

七
八
の
一
六 

介
護
予
防
訪
問
看
護

平
成
二
十
三

年
二
月
一
日

介
護
の
匠
株
式
会

社 

い

な

せ

な

デ

イ

サ
ー
ビ
ス
さ
つ
き

が
丘 

千
葉
市
花
見
川
区

さ
つ
き
が
丘
二
の

九
の
三 

介
護
予
防
通
所
介
護

〃 

ラ
イ
フ
薬
品
株
式

会
社 

リ

ハ

ビ

リ

デ

イ

サ
ー
ビ
ス
ｎ
ａ
ｇ

ｏ
ｍ
ｉ
天
台
店 

千
葉
市
稲
毛
区
作

草
部
町
一
、
二
五

五
の
一 

〃 
〃 

有
限
会
社
ゴ
ー
ル

デ
ン
チ
ャ
イ
ル
ド 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
楽

笑
み
つ
わ
台 

千
葉
市
若
葉
区
み

つ
わ
台
四
の
一
三

の
五 

〃 

〃 

社
会
福
祉
法
人
希

桜
会 

ほ
の
か
ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

千
葉
市
若
葉
区
東

寺
山
町
二
の
六 

介
護
予
防
訪
問
介
護

〃 

株
式
会
社
オ
ル
ビ

ス 

グ
ル
ー
プ
リ
ビ
ン

グ
オ
ル
ビ
ス 

市
川
市
曽
谷
五
の

七
の
一
七 

〃 

〃 

株
式
会
社
惠
惠 

介

護

の

家

「
け
ー
」 

船
橋
市
海
神
四
の

二
一
の
二
三 

介
護
予
防
通
所
介
護

〃 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

株
式
会
社
ｇ
ｌ
ｏ

ｂ
ａ
ｌ 

ｂ
ｒ
ｉ

ｄ
ｇ
ｅ 

や
す
ら
ぎ
家
殿
平

賀
亭 

松
戸
市
殿
平
賀
一

七
九
の
一 

〃 

〃 

株
式
会
社
メ
デ
ィ

ケ
ア 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
お

ま
め
さ
ん 

松
戸
市
金
ケ
作
三

六
五
の
二 

〃 

〃 

株
式
会
社
爽
春
圓

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ま

ど
か 

松
戸
市
栗
ケ
沢
七

九
四
の
五
三 

〃 

〃 

株
式
会
社
ウ
ェ
ン

デ
ィ
ー 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
こ

こ
ね 

松
戸
市
中
金
杉
二

の
一
五
の
一 

〃 

〃 

株
式
会
社
こ
た
か

訪
問
介
護
ミ
ン
ト

野
田
市
岩
名
二
、

〇
二
三
の
三
三 

介
護
予
防
訪
問
介
護

〃 

株
式
会
社
Ａ
Ｒ
Ｒ

Ｏ
Ｗ
Ｓ 

デ

イ

サ

ー

ビ

ス

フ
ォ
ル
テ
シ
モ
七

光
台 

野
田
市
七
光
台
四

二
八
の
一
八 

介
護
予
防
通
所
介
護

〃 

株
式
会
社
ニ
チ
モ

株
式
会
社
ニ
チ
モ

茂
原
市
高
師
五
七

介
護
予
防
訪
問
介
護

〃 

株
式
会
社
ニ
チ
モ

株
式
会
社
ニ
チ
モ

茂
原
市
高
師
五
七

介
護
予
防
福
祉
用
具

貸
与 

〃 

株
式
会
社
ニ
チ
モ

株
式
会
社
ニ
チ
モ

茂
原
市
高
師
五
七

特
定
介
護
予
防
福
祉

用
具
販
売 

〃 

有
限
会
社
ヒ
ト
ミ

建
築
設
計 

プ
ラ
ス
ケ
ア 

茂
原
市
小
轡
一
、

〇
三
五
の
一 

介
護
予
防
訪
問
介
護

〃 

株
式
会
社
オ
ー
プ

ン
セ
サ
ミ 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
・

元
気
庵
ユ
ー
カ
リ

が
丘
Ｂ
館 

佐
倉
市
ユ
ー
カ
リ

が
丘
一
の
一
の
七

介
護
予
防
通
所
介
護

〃 

社
会
福
祉
法
人
佐

倉
厚
生
会 

か

ぶ

ら

木

デ

イ

サ

ー

ビ

ス

セ

ン

タ
ー 

佐
倉
市
鏑
木
町
二

の
九
の
二
四 

〃 

〃 

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト

株
式
会
社 

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト

旭 

旭
市
ニ
の
一
、
八

五
九 

介
護
予
防
訪
問
介
護

〃 
株
式
会
社
ス
ロ
ー

ラ
イ
フ 

あ

け

ぼ

の

デ

イ

サ

ー

ビ

ス

セ

ン

タ
ー
豊
成 

市
原
市
豊
成
五
三

八
の
一
〇 

介
護
予
防
通
所
介
護

〃 

株
式
会
社
友
愛 
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
上

高
野 

八
千
代
市
上
高
野

一
、
三
四
七
の
五

〃 

〃 

特
定
非
営
利
活
動

の
こ
ぎ
り
山
さ
あ

富
津
市
金
谷
二
、

〃 

〃 
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法
人
鋸
山 

べ 

四
七
四 

 
 

株
式
会
社
萬
燈
舎 

デ
イ
サ
ロ
ン
燈 

富
津
市
竹
岡
一
、

〇
〇
五 

〃 

〃 
株
式
会
社
ケ
ア
サ

ポ
ー
ト
・
わ 

株
式
会
社
ケ
ア
サ

ポ
ー
ト
・
わ 

四

街

道

市

大

日

二
、
〇
五
五
の
二

二 

介
護
予
防
福
祉
用
具

貸
与 

〃 

株
式
会
社
ケ
ア
サ

ポ
ー
ト
・
わ 

株
式
会
社
ケ
ア
サ

ポ
ー
ト
・
わ 

四

街

道

市

大

日

二
、
〇
五
五
の
二

二 

特
定
介
護
予
防
福
祉

用
具
販
売 

〃 

株
式
会
社
ベ
ス
ト

ラ
イ
フ 

ベ
ス
ト
ラ
イ
フ
印

西 

印
西
市
大
森
三
、

六
九
六 

介
護
予
防
特
定
施
設

入
居
者
生
活
介
護 

〃 

特
定
非
営
利
活
動

法
人
葵
の
森 

葵
の
森
あ
っ
と
ほ

～
む
大
網 

山
武
郡
大
網
白
里

町
南
横
川
三
、
〇

七
八
の
一
六 

介
護
予
防
訪
問
介
護

〃 

株
式
会
社
古
筆
庵 

訪
問
介
護
り
ん
ご

の
唄 

山
武
郡
九
十
九
里

町
小
関
一
八
五 

〃 

〃 

株

式

会

社

福

祉

ネ
ッ
ト
村
一 

福
祉
ネ
ッ
ト
村
一 

山
武
郡
九
十
九
里

町
片
貝
三
、
五
五

三 

〃 

〃 

有
限
会
社
ケ
ア
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
渚 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
渚 

山

武

市

本

須

賀

三
、
八
四
一
の
五

一 

介
護
予
防
通
所
介
護

〃 

有
限
会
社
よ
つ
葉 

デ
イ
ホ
ー
ム
は
ん

や 

山
武
市
埴
谷
一
、

〇
九
一 

〃 

〃 

  

千
葉
県
告
示
第
九
十
九
号 

 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

事
業
者
の
名
称 

指
定
に
係
る
事
業

所
の
名
称 

事
業
所
の
所
在
地

居
宅
サ
ー
ビ
ス
の

種
類 

廃
止
年
月
日

株
式
会
社
ベ
ッ
セ

ル
ン
グ 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
華

サ
カ
ス 

柏
市
船
戸
一
、
六

一
一
の
一
三 

通
所
介
護 

平

成

二

十

三

年
一
月
七
日 

株
式
会
社
フ
ロ
ン 

株
式
会
社
フ
ロ
ン 

流
山
市
松
ケ
丘
六

福
祉
用
具
貸
与 

平

成

二

十

三

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

テ
ィ
ア 

テ
ィ
ア
千
葉
営
業

所 

の
四
一
一 

 

年

一

月

二

十

日 

有
限
会
社
ゆ
の
み

ゆ
の
み
介
護
サ
ー

ビ
ス 

松
戸
市
馬
橋
一
、

八
二
五
の
二 

〃 

平

成

二

十

三

年

一

月

二

十

一
日 

社
会
福
祉
法
人
柚

子
の
会 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
リ
ブ
デ
イ

花
見
川 

千
葉
市
花
見
川
区

花
見
川
三
の
二
九

通
所
介
護 

平

成

二

十

三

年

一

月

三

十

一
日 

社
会
福
祉
法
人
う

ぐ
い
す
会 

稲

毛

グ

ル

ー

プ

ホ
ー
ム 

千
葉
市
稲
毛
区
園

生
町
一
五
三
の
一

訪
問
介
護 

〃 

株
式
会
社
ウ
ェ
ン

デ
ィ
ー 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
音

楽
の
里 

松
戸
市
中
金
杉
二

の
一
五
の
一 

通
所
介
護 

〃 

  

千
葉
県
告
示
第
百
号 

 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
者
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

事
業
者
の
名
称 

指
定
に
係
る
事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地 

廃
止
年
月
日 

株
式
会
社
惠
惠 

介
護
の
家
け
ー
支
援
事
業

所 

船
橋
市
北
本
町
二
の
二

六
の
二 

平

成

二

十

三

年
一
月
十
日 

  

千
葉
県
告
示
第
百
一
号 

 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

事
業
者
の
名
称 

指
定
に
係
る
事
業

所
の
名
称 

事
業
所
の
所
在
地

介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
の
種
類 

廃
止
年
月
日

株
式
会
社
ベ
ッ
セ

ル
ン
グ 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
華

サ
カ
ス 

柏
市
船
戸
一
、
六

一
一
の
一
三 

 

介
護
予
防
通
所
介

護 

平

成
二
十
三

年
一
月
七
日 

有
限
会
社
ゆ
の
み

ゆ
の
み
介
護
サ
ー

ビ
ス 

松
戸
市
馬
橋
一
、

八
二
五
の
二 

介
護
予
防
福
祉
用

具
貸
与 

平

成
二
十
三

年

一
月
二
十

一
日 

社
会
福
祉
法
人
柚

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

千
葉
市
花
見
川
区

介
護
予
防
通
所
介

平

成
二
十
三 

 
 

 
 

 



  

五 

平成 23 年 2 月 22 日（火曜日） 千 葉 県 報 第１２５８８号 
 

 
 

 
 

子
の
会 

ン
タ
ー
リ
ブ
デ
イ

花
見
川 

花
見
川
三
の
二
九

護 

年

一
月
三
十

一
日 

社
会
福
祉
法
人
う

ぐ
い
す
会 

稲

毛

グ

ル

ー

プ

ホ
ー
ム 

千
葉
市
稲
毛
区
園

生
町
一
五
三
の
一

介
護
予
防
訪
問
介

護 

〃 

株
式
会
社
ウ
ェ
ン

デ
ィ
ー 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
音

楽
の
里 

松
戸
市
中
金
杉
二

の
一
五
の
一 

介
護
予
防
通
所
介

護 

〃 

  

千
葉
県
告
示
第
百
二
号 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
八

千
代
市
及
び
印
西
市
の
一
部
を
受
益
地
域
と
す
る
県
営
平
戸
２
期
地
区
土
地
改
良
事
業
（
区
画
整
理
）
計

画
を
変
更
し
た
。 

 

そ
の
関
係
書
類
は
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

な
お
、
こ
の
変
更
計
画
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七

条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
、
千
葉
県
知
事

に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

ま
た
、
こ
の
変
更
計
画
に
つ
い
て
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
で
き
ず
、
同
法
第
八
十
七
条
の

三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
経
た
場
合
に
、
同
法
第

八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
決
定
に
対

し
て
の
み
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 
鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称 

 
 

県
営
平
戸
２
期
地
区
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
三
日
か
ら
三
月
二
十
三
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

八
千
代
市
役
所
及
び
印
西
市
役
所 

 

千
葉
県
告
示
第
百
三
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
し
た
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
東 

飾
地
域
整
備
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
三
週
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路
線
名 

市
川
柏
線 

三 

変
更
の
区
間
並
び
に
敷
地
の
幅
員
及
び
そ
の
延
長 

区 
 

 
 

間 

変
更
の
前
後
別

敷

地

の

幅

員 

延 
 

 
 

 
 

 

長 

松
戸
市
金
ケ
作

前 

六
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら 

二
六
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

字
横
堀
二
二
一

 

一
三
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

 

番
二
地
先
か
ら

後 

一
〇
・
一
五
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
六
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

字
小
作
二
三
九

 

二
四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

 

番
四
九
地
先
ま

 
 

 

で 
 

 
 

  

千
葉
県
告
示
第
百
四
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
し
た
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
長
生
地
域
整
備
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
平

成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
三
週
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路
線
名 

茂
原
環
状
線 

三 

変
更
の
区
間
並
び
に
敷
地
の
幅
員
及
び
そ
の
延
長 

区 
 

 

間 

変
更
の

前
後
別

敷

地

の

幅

員

延 
 

 
 

 
 

長 

摘 

要 

茂
原
市
上
永
吉

前 

五
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら 

五
五
一
・
九
〇
メ
ー
ト

 

一
四
・ 

字
地
境
四
六
一

 

一
四
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

ル 

六
〇
メ
ー 

番
一
地
先
か
ら

後 

一
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

五
五
一
・
九
〇
メ
ー
ト

ト
ル
は
、 

字
一
ノ
関
五
一

 

四
一
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

ル 

県
道
茂
原 

〇
番
一
地
先
ま

 
 

 

大
多
喜
線 

で 
 

 
 

と
重
用
と 

 
 

 
 

な
る
。 

茂
原
市
上
永
吉

前
Ａ 

七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら 

一
九
四
・
五
〇
メ
ー
ト

 

Ａ
及
び 

字
一
ノ
関
五
一

 

一
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

ル 

Ｂ
は
、
関 

〇
番
一
地
先
か

後
Ａ 

七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら 

一
九
四
・
五
〇
メ
ー
ト

係
図
面
に 

ら
字
腰
越
五
八

 
＋ 

一
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

ル 

表
示
す
る 

五
番
二
地
先
ま

 

Ｂ 
一
五
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
五
四
・
五
〇
メ
ー
ト

敷
地
の
区 
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で 
 

二
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

ル 

分

を

い

 
 

 
 

う
。 

 
 

 
 

 

Ａ
の
う

 
 

 
 

ち
七
九
・

 
 

 
 

〇
〇
メ
ー

 
 

 
 

ト
ル
及
び

 
 

 
 

Ｂ
の
う
ち

 
 

 
 

三
四
・
九

 
 

 
 

〇
メ
ー
ト

 
 

 
 

ル
は
、
県

 
 

 
 

道
茂
原
大

 
 

 
 

多
喜
線
と

 
 

 
 

重
用
と
な

 
 

 
 

る
。 

茂
原
市
上
永
吉

前 

七
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら 

一
八
一
・
〇
〇
メ
ー
ト

 

字
腰
越
五
八
五

 

一
四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

ル 
 

番
二
地
先
か
ら

後 

一
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
八
一
・
〇
〇
メ
ー
ト

 

字
大
坪
五
九
九

 

一
九
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

ル 
 

番
三
地
先
ま
で

 
 

 
 

  

千
葉
県
告
示
第
百
五
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
三
年
二

月
二
十
二
日
か
ら
次
の
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
千
葉
地
域
整
備
セ
ン
タ
ー
市
原
整
備
事
務

所
に
お
い
て
、
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
三
週
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

路 
 

 

線 
 

 

名 

供

用

開

始

の

区

間 

県
道
南
総
月
出
線 

市
原
市
山
口
字
宮
ノ
脇
二
四
〇
番
一
地
先
か
ら
養
老
字
藪
田
五
二

 

五
番
一
地
先
ま
で 

  

千
葉
県
告
示
第
百
六
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
木
更
津
都
市
計
画
用
途
地
域
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

木
更
津
都
市
計
画
用
途
地
域 

二 

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域 

 
 

木
更
津
市
中
島
字
山
の
台
、
字
早
稲
田
、
字
打
越
、
字
勇
野
及
び
字
安
戸
並
び
に
瓜
倉
字
出
戸
、
字

三
畝
物
、
字
下
出
来
河
原
、
字
山
王
後
、
字
安
戸
、
字
前
井
戸
、
字
向
野
及
び
字
八
人
物
の
全
部
の
区

域
並
び
に
中
島
字
柳
原
、
字
下
小
胼
、
字
原
、
字
吉
原
、
字
出
戸
、
字
下
野
際
及
び
字
十
六
島
、
瓜
倉

字
中
宿
、
字
田
迎
、
字
安
戸
台
、
字
霞
野
、
字
鯨
及
び
字
上
出
来
河
原
、
畔
戸
字
出
来
河
原
及
び
字
内

河
原
、
牛
込
字
塩
場
並
び
に
中
野
字
俣
ノ
砂
の
各
一
部
の
区
域 

 

千
葉
県
告
示
第
百
七
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
袖
ケ
浦
都
市
計
画
道
路
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

袖
ケ
浦
都
市
計
画
道
路
三
・
四
・
八
号
高
須
箕
和
田
線
ほ
か
二
路
線 

二 

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域 

 
 

袖
ケ
浦
市
奈
良
輪
字
新
畑
、
字
三
ヶ
所
原
、
字
西
内
河
、
字
南
内
河
、
字
平
松
、
字
田
向
、
字
三
反

町
、
字
御
野
狩
、
字
田
町
、
字
西
田
町
、
字
水
神
、
字
下
谷
及
び
字
東
内
河
並
び
に
奈
良
輪
一
丁
目
の

各
一
部
の
区
域 

公

告 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
は
、
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
六
月
二
十
二
日
ま
で
縦
覧
に
供
す

る
。 

 
な
お
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
六
月
二
十
二
日
ま

で
、
千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ス
ー
パ
ー
マ
ス
ダ
我
孫
子
湖
北
店 
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我
孫
子
市
中
里
三
三
五
番
一
ほ
か 

 
２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 
株
式
会
社
エ
コ
ス 

代
表
取
締
役 

平
邦
雄 

 
 

 
東
京
都
昭
島
市
中
神
町
一
、
一
六
〇
番
地
一 

 

３ 

変
更
前
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

開
店
時
刻
は
午
前
十
時
、
閉
店
時
刻
は
午
後
七
時
三
十
分 

 

４ 

変
更
後
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

開
店
時
刻
は
午
前
九
時
、
閉
店
時
刻
は
午
後
九
時
四
十
五
分 

 

５ 

変
更
前
の
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

午
前
十
時
か
ら
午
後
七
時
三
十
分
ま
で 

 

６ 

変
更
後
の
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

 

７ 

変
更
前
の
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

午
前
七
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 

 

８ 

変
更
後
の
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

 

９ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
七
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
我
孫
子
市
環
境
経
済
部
商
工
観
光
課 

  
 

 

都
市
計
画
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日
木
更
津
市
の
決
定
に
係
る
木
更
津
都
市
計
画
地
区
計
画
金
田
西
地
区
地

区
計
画
の
関
係
図
書
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日
木
更
津
市
の
変
更
に
係
る
木
更
津
都
市
計
画
地
区
計
画
金
田
東
地
区
地

区
計
画
の
関
係
図
書
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
用
途
地
域
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

平
成
二
十
三
年
千
葉
県
告
示
第
百
六
号
に
係
る
木
更
津
都
市
計
画
用
途
地
域
の
関
係
図
書
は
、
都
市
計

画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
高
度
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日
木
更
津
市
の
変
更
に
係
る
木
更
津
都
市
計
画
高
度
地
区
の
関
係
図
書
の

送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
道
路
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

平
成
二
十
三
年
千
葉
県
告
示
第
百
七
号
に
係
る
袖
ケ
浦
都
市
計
画
道
路
の
関
係
図
書
は
、
都
市
計
画
法

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
道
路
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日
袖
ケ
浦
市
の
変
更
に
係
る
袖
ケ
浦
都
市
計
画
道
路
の
関
係
図
書
の
送
付

が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
促
進
区
域
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日
袖
ケ
浦
市
の
変
更
に
係
る
袖
ケ
浦
都
市
計
画
袖
ケ
浦
駅
海
側
土
地
区
画

整
理
促
進
区
域
の
関
係
図
書
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
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市
整
備
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日
袖
ケ
浦
市
の
変
更
に
係
る
袖
ケ
浦
都
市
計
画
袖
ケ
浦
駅
海
側
特
定
土
地

区
画
整
理
事
業
の
関
係
図
書
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
都

市
整
備
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

                         

                                    

 
 

 

購
読
料 

月
決
め 

一
部
一
箇
月
一
、
一
○
○
円
（
送
料
を
含
む
。
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発
行
・
発
行
者 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 
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